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会議記録（１） 

会議名称 第１３回北本市自治基本条例制定研究懇話会 

開会及び 
閉会日時 平成２１年２月３日（火）午後６時～午後８時 

開催場所 文化センター第３研修室 

議長氏名 会長 内田政之助 

出  席 
委員(者) 
氏  名 

浅野 昭八  有働 秀鷹  内田政之助  勝  豊  
加藤 信利  河井 宏暢  古賀 利雄  高荷 正春 
田中 昭仁  堀越 一三  福島 洋輔  山本 浩之 
 

欠  席 
委員(者) 
氏  名 

秋葉三枝子  関山 邦孝  三橋 博   宮原 鈴代 
岩崎 雄一  加藤 一男  田中 正昭  佐藤 健市   

説明者の 
職 氏 名 協働推進課 課長 横田 順一  主幹 長嶋 太一 

事務局職 
員職氏名 

協働推進課 課長 横田 順一   
      主幹 長嶋 太一   

会

議

次

第 

 
１ 開会 
２ あいさつ 
３ 議題 

⑴ 自治基本条例（案）について 
 
４ その他 
５ 閉会 

配布資料 

 
・次第 
・北本市自治基本条例（案） 
・北本市自治基本条例（案）解説 
・用語整理図 
・広報きたもと１月号（２００９年）２６ページの写し 
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会議記録（２） 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 
 

 

事務局 

 

 

 

 

 
 
議長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議長 
 
 
 
 
 
 

１ 開会 
 

第１３回北本市自治基本条例制定研究懇話会を開会いたしま

す。次第にもとづきまして進行させていただきます。 
 
２ あいさつ 
 ・内田会長 
 
３ 議題 
⑴ 北本市自治基本条例素案について 

議題に入る前に皆様のお手元に広報１月号の写しが配られて

いると思いますが、昨年の１２月１１日（木）に私と有働副会

長とで市長を訪ね、北本市自治基本条例に関する検討報告を行

いましたことを改めてご報告いたします。 

 市長からは、長期間にわたる討議についてねぎらいの言葉を

いただきました。 
 本日は、報告書提出後の行政の取り組みについて報告をいた

だきたいと考えています。 
 では、議題の⑴北本市自治基本条例（案）について、事務局

から説明をお願いします。 
 

１２月１１日以降の北本市自治基本条例制定に向けた取り組

みについて報告いたします。 
・懇話会報告をもとに条例（案）を作成した 
・懇話会素案と条例（案）との変更箇所について説明 

・パブリック・コメント手続実施について 

今後の予定につきましては、パブリック・コメント手続で受

けた意見につきまして検討し、条例をまとめまして３月議会に

議案として上程する予定です。議会の日程等につきましては、

決定次第皆様にご連絡を差し上げます。 

 

ありがとうございました。 

今後は、パブリック・コメント手続での意見を反映させて条

例を作成し、３月議会に提案されるということですので、我々

もその動向について見守っていきたいと考えます。 

 事務局には、情報提供をお願いします。 

懇話会としては、報告書を提出済みですので、ここで条
例（案）について議論するものではありませんが、今後の 
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会議記録（３） 

発言者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 
 
 

 

 

 

 

各委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 
市民と市との協働のまちづくりを推進する意味から、今までの

事務局の説明についての皆様のご意見を伺っておきたいと思い

ます。 
 いかがでしょうか。 
 

・タイトルの「パブリック・コメント手続」への変更に関連

して、自治会長の集まりで、行政はカタカナ用語の使用が

多すぎるという意見が出たこと。 

 ・自治基本条例審議会の設置については、この条例で規定す

ることが望ましい。 

・住民投票に関する規定は、まちづくりを担う市民、議会、

市長の３者の権利が整理されてよくなった。 

・行政評価の項目で「客観的」という言葉を使用したのは、

市民参加だけではなく、専門的視野を持った外部の人物を

も想定していた。 

・全体的にコンパクトにまとめられたと思うが、例規の形に

整理をすると懇話会で考えた細かい部分も一緒に整理され

てしまう感じがする。 

・用語整理図について、「住民自治」と「団体自治」の説明が

破裂したようなふきだしになっているが、対立しているよ

うな印象を与えるので形を変更したほうがよい。 

 

ありがとうございました。それでは、今後の議会に関する情

報につきましては、随時報告くださいますよう事務局にお願い

を申し上げます。 

 

４ その他 

 ―――特になし――― 

 

５ 閉会 

・有働副会長あいさつ 

議事の概要を記載し、その相違なきを証するためここに署名する。 
   平成  年  月  日 
 
   北本市自治基本条例制定研究懇話会 会長 

 


